
藤岡市における健全化判断比率等の対象について

学校給食センター事業特別会計

国民健康保険事業勘定特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険事業勘定特別会計

介護老人保健施設特別会計

特定地域生活排水処理事業特別会計

水道事業会計

下水道事業会計

国民健康保険鬼石病院事業会計

※三波川財産区特別会計は除く。（藤岡市と異なる法人格を持つ団体の会計であるため）

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合

多野藤岡医療事務市町村組合

群馬県市町村会館管理組合

群馬県市町村総合事務組合

後期高齢者医療広域連合

藤岡市土地開発公社

群馬県信用保証協会

※公営企業会計
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